
東京都市計画第一種市街地再開発事業の決定

都市計画八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。 

幅員の〔 〕は全幅員を示す。 

名  称 八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 

施 行 区 域 面 積 約 1.6ha 

公共施設 

の 配 置 

及び規模 

道  路 

種   別 名 称 規 模 備 考 

自動車専用道路 都市高速道路第 4号線 別に都市計画において定めるとおり。 

都市高速道路第 4号線分岐線 別に都市計画において定めるとおり。 

幹線街路 放射第 16号線 別に都市計画において定めるとおり。 

補助線街路第 96号線 別に都市計画において定めるとおり。 

区画街路 特別区道中日第 13号線 幅員 5.5ｍ～13.5ｍ〔11ｍ～27ｍ〕、延長約 80ｍ 既設（再整備） 

特別区道中日第 272号線 幅員 18ｍ〔18ｍ〕、延長約 130ｍ 既設（再整備） 

建築物の 

整 備 

街区番号 建 築 面 積 延べ面積［容積対象面積］ 主 要 用 途 高 さ の 限 度 備 考 

北 約 950㎡ 約 1,000㎡［約 1,000㎡］ 店舗等 20ｍ ・高さの基準点

は T.P.+3.4m

とする。

・立体道路制度

を活用し建築

物等の整備を

行う。

南 約 6,400㎡ 約 180,500㎡［約 153,400㎡］ 店舗、事務所、宿泊施設、

駐車場等 

高層部  235ｍ 

低層部   35ｍ 

建築敷地 

の 整 備 

街区番号 建築敷地面積 整  備  計  画 

北 約 1,700㎡ ・日本橋川交流拠点の形成に向けて、北街区は日本橋川沿いに親水性の高い歩行者空間等を整備する。

・南街区の地上部は、外堀通り及び永代通りの交差点部の広場や特別区道中日第 13号線沿いの歩道状空

地の整備等により、地域の回遊性の向上を図る。

・南街区の地下部は、地下鉄駅等と接続する歩行者通路を設け、日本橋川沿い周辺の地上に至る歩行者ネ

ットワークを整備する。 

南 約 7,560㎡ 

別紙74



「施行区域、公共施設の配置、街区の配置及び建築物の高さの限度は、計画図表示のとおり。」 

理 由 ： 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るとともに、首都高速道路の地下化の実現に向けた協力を行い、あわせて、

国際的な金融機能や高度な業務支援機能等の一体整備による複合機能集積地の形成、日本橋川沿いの連続的な水辺空間や歩行者基盤の整

備等を通じて国際競争力の強化を図るため、第一種市街地再開発事業を決定する。 

参   考 地区計画区域内及び都市再生特別地区内にあり。 



　（施行区域図）
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東京都市計画第一種市街地再開発事業
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業　計画図１
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。

（承認番号）30都市基交測第37号・30都市基交著第59号

（承認番号）30都市基街都236号、平成30年12月28日

（承認番号）30都市基交都29号、平成30年12月25日
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　（公共施設の配置及び街区の配置図）東京都市計画第一種市街地再開発事業
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業　計画図２
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補助線街路第96号線

特別区道中日第272号線

放射第16号線

特別区道中日第13号線

〔参考〕
都市高速道路第4号線
都市高速道路第4号線分岐線
（別に都市計画において定めるとおり。）

都市高速道路第4号線
（別に都市計画において定めるとおり。）

都市高速道路第4号線分岐線
（別に都市計画において定めるとおり。）

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。

（承認番号）30都市基交測第37号・30都市基交著第59号

（承認番号）30都市基街都236号、平成30年12月28日

（承認番号）30都市基交都29号、平成30年12月25日



　（建築物の高さの限度）東京都市計画第一種市街地再開発事業
八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業　計画図３
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※高さの基準点は、T.P.+3.4ｍとする。
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この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。

（承認番号）30都市基交測第37号・30都市基交著第59号

（承認番号）30都市基街都236号、平成30年12月28日

（承認番号）30都市基交都29号、平成30年12月25日




